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「洗い流すヘアセット料に関する自主基準」改正の件 

 

拝啓 

師走の候、皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は、当組合の運営に関し、ご理解・ご協力賜り、深く感謝申し上げます。 

さて、システアミンにつきましては本年 12 月 11 日開催の安全対策調査会の審議結果

を 12 月 13 日付け（パ理 25-32）でご連絡させていただいたところですが、本結果を

受け「洗い流すヘアセット料に関する自主基準」を別添のとおり改正致します。 

また、本自主基準には、「チオール基を有する成分を配合した洗い流すヘアセット料の

安全性の確認に関する留意事項」（平成 21 年 9 月 7 日）に記載された要件を取り込みま

したので、当該留意事項は本日付で廃止いたします。 

審議結果にありますように会員各位におかれましては、改正後の自主基準を遵守して

頂きますようご理解とご協力をよろしくお願い致します。 

なお、本内容につきましては、厚生労働省医薬局安全対策課、審査管理課、及び監視

指導・麻薬対策課にもご連絡済みである旨申し添えます。 

敬具 


